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さて、あなたは知的財産権の侵害について考えたことがありますか？

◆ ――――――――――――――――― ◆

「知らなかった」では済まされない！

知的財産権侵害のリスク

◆ ――――――――――――――――― ◆

中小企業にとって、知的財産権の侵害は重大な経営リスクです。

知的財産権には、

・著作権

・特許権

・実用新案権

・商標権

・意匠権 などがあり、創作物やブランドが対象になります。

例えば、著作権ではイラストや文章、写真、音楽などの創作物が守られています。

そのため、

●他社のWebサイトの写真を無断で使う

●従業員が書いた文章を自社サイトに勝手に載せる などすると、著作権侵害にあたる恐れがあるのです。

過去には、企業が他社のWebサイトからイラストを無断で使用し、数千万円の賠償金を求められたケースがありました。

身近で起こりやすい例としては、【無料で使えるフリー素材】の使用にも注意が必要です。

フリー素材には商用利用が禁止されているものもあり、

安易に自社サイトやSNSで使うと、権利侵害になる可能性があります。

知的財産権の範囲を正しく理解していないと、いつの間にか権利を侵害してしまうリスクがあるのです。

では、私たちはどのようにすれば、知的財産権侵害のリスクを回避できるのでしょうか。

ちなみに、知的財産権の重要性を認識している会社は、このようなことを実行しているそうです。

■知的財産権の研修を社内で実施する

■採用したイラストや文章、写真は、複数名で知的財産権の有無を確認する

■自社だけでなく、取引先からの成果物もチェックする など。

一旦権利侵害が発覚すれば、商品回収やサイト修正、

場合によっては数千万円単位の賠償金支払いなど、経営に深刻な打撃を与える恐れがあります。

これは、中小企業の経営基盤を揺るがす一大事です。

取り返しのつかない事態になる前に、知的財産権の重要性について社内で改めて確認してみてはいかがでしょうか。

□■□――――――――――――――――― 

編集後記

―――――――――――――――――□■□

今回は「知的財産権の侵害」をテーマにお伝えしました。

権利の侵害を防ぐには、従業員全員の理解を深めることが必要です。当社も社内の周知徹底を実行しようと思いました。

最後までお読みいただきましてありがとうございます。ご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

それでは、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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